
通常分の支援区分 家計急変支援における取扱い 収入回復時の取扱い① 収入回復時の取扱い②

【様式１の２】

区分１

※年収約270万円未満

通常分で区分１の金額を支給しているため

手続き不要

区分２（区分１の1/2の金額を上限）

※年収約270万円以上380万円未満

（家計急変により区分２（年収約270万円以

上380万円未満）相当まで収入が減少した場

合）

通常分で区分２の金額を支給しているため

手続き不要

（家計急変により区分１（年収約270万円未

満）相当まで収入が減少した場合）

通常分で区分２の金額を支給しているため

手続きが必要であり、家計急変支援として

区分１と区分２の差額を支給

（収入が年収約270万円以上相当に回復した

場合）

家計急変による支援が終了し、通常分の支

援（区分２）に移行

【様式１６の１】

所得制限（支給対象外）

※年収約380万円以上

（家計急変により区分２（年収約270万円以

上380万円未満）相当まで収入が減少した場

合）

家計急変支援として区分２の金額を支給

（収入が年収約380万円以上相当に回復した

場合）

家計急変による支援が終了

【様式１６の１】

（家計急変により区分１（年収約270万円未

満）相当まで収入が減少した場合）

家計急変支援として区分１の金額を支給

（収入が年収約270万円以上380万円未満相

当に回復した場合）

家計急変による支援は継続するが、支給区

分が変更（区分１→区分２）となり区分２

の金額を支給

【様式１６の２】※

（収入が年収約380万円以上相当に回復した

場合）

家計急変による支援が終了

【様式１６の１】

（収入が年収約380万円以上相当に回復した

場合）

家計急変による支援が終了

【様式１６の１】

※収入回復後、再度、年収約270万円未満に減少した場合については、家計急変による支給区分の変更（区分２→区分１）はできません。

専攻科支援金における家計急変支援制度の取扱いについて（スキーム図）
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